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�市報の発行日は５日・２０日（１月と１０月は１日・２０日）です。新聞折り込みのほか、市の施設、市内の各駅・郵便局・
　ＪＡなどで配布し、小平市ホームページにも掲載しています。郵送をご希望の方は広報広聴課へ問い合わせてください。

納
税
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す
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老
齢
（
退
職
）
年
金
を
受
給

し
て
い
な
い
方
、
受
給
額
が
年

額　

万
円
未
満
の
方
が
対
象
に

１８
な
り
ま
す
。
納
入
通
知
書
で
市

指
定
の
窓
口
で
納
め
て
く
だ
さ

い
。
納
め
忘
れ
の
な
い
口
座
振

替
も
利
用
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
年
金
受
給
額
が
年
額

　

万
円
以
上
で
も
、
次
の
よ
う

１８な
方
に
は
納
入
通
知
書
を
お
送

り
し
ま
す
。

▽
老
齢
福
祉
年
金
、
遺
族
年

金
、
障
害
年
金
の
み
を
受
給
し

て
い
る
方

▽
年
度
の
途
中
で
ほ
か
の
市
区

町
村
か
ら
転
入
し
て
き
た
方

▽
年
度
の
途
中
で　

歳
に
な
っ

６５

た
方

▽
年
度
の
途
中
で
年
金
の
受
給

が
始
ま
っ
た
方　

な
ど

�
介
護
保
険
料
の
減
免

　

次
の
条
件
に
あ
て
は
ま
る
場

合
は
、
申
請
に
よ
り
介
護
保
険

料
を
減
免
す
る
制
度
が
あ
り
ま

す
の
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▽
災
害
や
、
生
計
を
支
え
て
い

る
世
帯
員
の
死
亡
・
長
期
入
院

な
ど
で
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

が
困
難
な
場
合

▽
収
入
・
預
貯
金
な
ど
が
、
市

で
定
め
る
基
準
に
該
当
し
、
特

に
生
活
が
困
窮
し
て
保
険
料
の

全
額
納
付
が
困
難
な
場
合

�
保
険
料
を
滞
納
す
る
と

　

特
別
な
事
情
が
な
く
介
護
保

険
料
を
滞
納
し
て
い
る
と
、
未

納
期
間
に
応
じ
て

次
の
よ
う
な
取
り

扱
い
に
な
り
ま

す
。

▽
介
護
費
用
が
い

っ
た
ん
全
額
自
己

負
担
に
な
り
、
申

請
後
に
給
付
分
が

支
払
わ
れ
ま
す

▽
一
時
的
に
保
険

給
付
が
差
し
止
め

に
な
り
ま
す

▽
サ
ー
ビ
ス
の
利

用
負
担
分
が
１
割

か
ら
３
割
に
引
き

上
げ
ら
れ
ま
す

▽
利
用
者
負
担
の

合
計
額
が
、
一
定

額
を
超
え
た
場
合
の
払
い
戻
し

（
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
）
が

受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す

　

介
護
が
必
要
と
な
っ
た
際

に
、
安
心
し
て
サ
ー
ビ
ス
を
利

用
で
き
る
よ
う
に
、
保
険
料
は

忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ　

介
護
保
険
課
�　
０４２

（
３
４
６
）
９
５
１
０

　

平
成　

年
度
の
国
民
健
康
保

１６

険
税
（
国
保
税
）
納
税
通
知
書

を
７
月
９
日
（
金
）
に
発
送
し

ま
す
。

�
国
保
税
の
仕
組
み

　

国
保
税
は
、
国
民
健
康
保
険

（
国
保
）
の
加
入
者
が
病
気
や

け
が
を
し
た
と
き
の
医
療
費

や
、
出
産
や
死
亡
の
際
の
給
付

な
ど
の
費
用
に
充
て
ら
れ
る
医

療
保
険
分
と
、
介
護
保
険
の
費

用
に
充
て
ら
れ
る
介
護
保
険
分

を
合
算
し
た
も
の
で
す
。

　

医
療
保
険
分
は
、
国
保
加
入

者
ご
と
の
前
年
中
の
所
得
に
応

じ
て
算
定
す
る
所
得
割
額
、
平

成　

年
度
の
固
定
資
産
税
額
に

１６
応
じ
て
算
定
す
る
資
産
割
額
、

世
帯
の
加
入
者
数
に
応
じ
て
算

定
す
る
均
等
割
額
、
１
世
帯
当

た
り
の
平
等
割
額
の
合
算
額
で

す
。

　

介
護
保
険
分
は
、
国
保
加
入

者
の
う
ち　

歳
か
ら　

歳
ま
で

４０

６４

の
方
（
介
護
保
険
第
２
号
被
保

険
者
）
に
該
当
す
る
方
の
所
得

割
額
と
均
等
割
額
の
合
算
額
で

す
。

　

ま
た
、
国
保
税
の
所
得
割
額

の
計
算
で
は
、
住
民
税
な
ど
と

異
な
り
、
扶
養
控
除
、
社
会
保

険
料
控
除
な
ど
の
所
得
控
除
は

適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

�
平
成　

年
度
分
か
ら
国
保
税

１６

を
改
定
（
左
表
）

　

近
年
の
国
保
加
入
者
の
増
加

や
高
齢
化
の
進
展
な
ど
で
、
医

療
費
が
年
々
増
加
す
る
一
方
、

長
引
く
景
気
低
迷
に
よ
る
国
保

税
収
入
の
伸
び
悩
み
で
、
財
源

に
不
足
が
見
込
ま
れ
る
た
め
、

医
療
保
険
分
の
税
率
を
改
定

し
、
加
入
者
の
皆
さ
ん
に
も
負

担
を
お
願
い
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

　

ま
た
、
介
護
サ
ー

ビ
ス
費
用
に
充
て
ら

れ
る
介
護
納
付
金
が

増
加
す
る
た
め
、
介

護
保
険
第
２
号
被
保

険
者
に
か
か
る
介
護

保
険
分
の
税
率
も
あ

わ
せ
て
改
定
し
ま
し

た
。

　

な
お
、
医
療
保
険

分
の
均
等
割
額
は
、

平
成　

年
度
分
に
限

１６

り
、
急
激
な
負
担
の

増
加
を
軽
減
す
る
た

め
の
措
置
が
と
ら
れ
て
い
ま

す
。

�
納
税
義
務
者
は
世
帯
主

　

国
保
税
の
納
税
義
務
者
は
、

国
保
加
入
者
が
い
る
世
帯
の
世

帯
主
で
す
。
世
帯
主
が
社
会
保

険
な
ど
に
加
入
し
て
い
る
場
合

で
も
、
そ
の
世
帯
に
国
保
加
入

者
が
い
る
と
き
は
、
世
帯
主
が

納
税
義
務
者
と
な
り
ま
す
。
こ

の
場
合
、
世
帯
主
の
所
得
な
ど

は
国
保
税
の
計
算
に
は
含
ま
れ

ま
せ
ん
。

　

な
お
、
世
帯
主
が
国
保
に
加

入
し
て
い
な
い
世
帯
は
、
一
定

の
要
件
の
も
と
届
け
出
に
よ

り
、
住
民
基
本
台
帳
上
の
世
帯

主
と
は
別
に
、
国
保
加
入
者
を

国
保
上
の
世
帯
主
と
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

�
月
割
課
税

　

年
度
（
４
月
〜
翌
年
３
月
）

の
途
中
で
加
入
ま
た
は
脱
退
し

た
場
合
は
、
年
間
の
税
額
を
月

割
で
課
税
し
ま
す
。

　

月
割
の
対
象
期
間
は
、
国
保

の
資
格
を
取
得
し
た
月
か
ら
資

格
を
喪
失
し
た
月
の
前
月
ま
で

の
月
数
で
す
。

　

介
護
保
険
分
は
、
国
保
の
加

入
月
数
の
う
ち
介
護
保
険
第
２

号
被
保
険
者
に
該
当
す
る
月
数

と
な
り
ま
す
。

▽
年
度
途
中
に　

歳
に
な
る
方

４０

　

４
月
以
降
７
月　

日
ま
で
に

１０

　

歳
の
誕
生
日
を
迎
え
た
方

４０は
、
あ
ら
か
じ
め
月
割
で
算
定

し
た
内
容
で
通
知
し
ま
す
。

　

７
月　

日
以
降
に
、　

歳
の

１１

４０

誕
生
日
を
迎
え
る
方
は
、　

歳
４０

到
達
月
の
翌
月
を
め
ど
に
、
更

正
分
（
追
加
分
）
の
納
税
通
知

 
�
楽
笑
会　

七
夕
の
夜
の
地
元

寄
席
。
７
月
７
日
（
水
）
午
後

６
時　

分
開
場
、
７
時
開
演
。

３０

美
園
地
域
セ
ン
タ
ー
。
無
料
。

出
演
…
春
風
亭
柳
之
助
、
春
風

亭
昇
乃
進
ほ
か
。
�
鈴
木　
０４２

（
３
４
１
）
１
１
３
８

�
音
楽
と
遊
ぼ
う　

リ
ト
ミ
ッ

ク
的
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
・
身

体
表
現
。
小
打
楽
器
、
ト
ー
ン

チ
ャ
イ
ム
も
演
奏
。
幼
児
…
７

月　

日
（
土
）、
小
学
生
…
７
月

１０

　

日
（
土
）
午
前
９
時　

分
〜

２４

３０

　

時　

分
。
大
沼
公
民
館
。
費

１１

３０

用
２
百
円
（
お
や
つ
・
楽
器
維

持
費
）。
要
申
込
。
�
馬
場　
０４２

（
３
４
５
）
５
５
７
９

�
七
夕
ダ
ン
ス
パ
ー
テ
ィ
ー　

７
月　

日
（
土
）
午
後
６
時　

１０

３０

分
〜
９
時
。
福
祉
会
館
市
民
ホ

ー
ル
。
会
費
５
百
円
。
オ
ー
ル

ダ
ン
ス
タ
イ
ム
。
�
ノ
ー
ブ
ル

会
・
柴　
（
３
４
４
）１
１
７
５

０４２

�
第　

回
グ
リ
ー
ン
ロ
ー
ド
探

９４

訪　

７
月　

日
（
日
）
午
前
９

１１

時　

分
、
国
分
寺
駅
改
札
口
集

２０
合
。コ
ー
ス
…
野
川
公
園
・
自
然

観
察
セ
ン
タ
ー
、
近
藤
勇
野
川

武
蔵
野
の
道
、
新
東
京
百
景
、

深
大
寺
。費
用
５
百
円
。弁
当
、

飲
み
物
持
参
。ガ
イ
ド
同
伴
。申

込
み
…
前
日
ま
で
に
、
グ
リ
ー

ン
ロ
ー
ド
探
訪
の
会
・
佐
々
木

へ
�
０
４
２
４（　

）３
８
２
０

６４

�
無
料
空
手
体
験
教
室　

７
月

　

日
・　

日
の
日
曜
日
午
後
３

１８

２５

時
〜
４
時
。
花
小
金
井
武
道

館
。
市
内
小
・
中
学
生
。
�
加

来
０
４
２
４
（　

）
６
３
７
９

６７

�
プ
ア
ラ
レ
ア
・
フ
ラ
ハ
レ
・

サ
マ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー　

７
月　
１９

日
（
月
・
祝
）
午
後
１
時
〜
４

時
。
ル
ネ
こ
だ
い
ら
レ
セ
プ
シ

ョ
ン
ホ
ー
ル
。
無
料
。
�
前
田

０
４
２
４
（　

）
８
７
７
５

５９

�
自
衛
隊
小
平
駐
屯
地
納
涼
祭

　

７
月　

日
（
金
）
午
後
５
時

２３

　

分
〜
９
時
（
４
時
か
ら
入
場

３０可
、
雨
天
の
場
合
は　

日
（
土
）

２４

に
順
延
）。
小
平
駐
屯
地
グ
ラ

ウ
ン
ド
。
盆
お
ど
り
、
模
擬
店

ほ
か
（
当
日
は
一
般
開
放
）。

�
小
平
駐
屯
地
広
報
班　

（
３

０４２

２
２
）
０
６
６
１
内
線
２
１
２

�
国
土
交
通
大
学
校　

サ
マ
ー

ス
ク
ー
ル　

８
月
３
日
（
火
）

午
前
９
時
〜
午
後
４
時　

分
。

３０

小
学
４
年
〜
６
年
生
。
定
員　
６０

人
。
車
い
す
体
験
、
石
橋
作
り

体
験
、
楽
し
い
地
図
と
測
量
、

地
震
体
験
ほ
か
。
申
込
み
…
７

月　

日
（
金
）
ま
で
。
詳
細
は

１６
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w

.col.m
lit.go.jp

）ま
た
は
国
土

交
通
大
学
校
教
務
課
�　

（
３

０４２

２
１
）
１
５
４
３

 
★
小
平
Ｉ
Ｔ
推
進
市
民
グ
ル
ー

プ　

公
民
館
、
障
害
者
福
祉
セ

ン
タ
ー
、児
童
館
、小
学
校
な
ど

で
パ
ソ
コ
ン
講
座
の
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
。
月
１
回
、
中
央
公
民
館

で
勉
強
会
。
月
会
費
１
千
円
。

�
長
瀬　
（
３
２
５
）６
８
５
０

０４２

★
フ
ラ
ワ
ー
デ
ザ
イ
ン　

と
う

が
ら
し　

月
１
回
第
１
ま
た
は

第
３
木
曜
日
午
後
７
時
〜
９

時
。
中
央
公
民
館
。
月
会
費
１

千
円（
花
材
費
別
）。
�
奈
良　
０４２

（
３
４
５
）
２
４
３
９

★
シ
ニ
ア
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル　

だ

る
ま
ク
ラ
ブ　

土
曜
日
。
萩
山

グ
ラ
ウ
ン
ド
ほ
か
。
入
会
金
２

千
円
、
月
会
費
３
百
円
。
�
樋

口　

（
３
４
３
）
８
４
４
１

０４２
★
詩
吟　

愛
吟
会　

第
１
・
３

水
曜
日
午
後
６
時
〜
９
時
。
学

園
西
町
地
域
セ
ン
タ
ー
。
月
会

費
１
千
５
百
円
。
�
須
川　
０４２

（
３
４
５
）
４
４
６
３

★
書
道
・
ペ
ン
習
字　

秋
桜
会

　

第
１
・
３
金
曜
日
午
後
１
時

〜
３
時
。
花
小
金
井
南
公
民

館
。
月
会
費
２
千
円
。
�
山
近

０
４
２
４
（　

）
７
２
４
０

６６

★
健
康
体
操　

上
水
ト
リ
ム
ク

ラ
ブ　

水
曜
日
午
前　

時
〜
正

１０

午
。市
民
総
合
体
育
館
。入
会
金

１
千
円
、月
会
費
１
千
５
百
円
。

�
杉
本　
（
３
２
１
）１
１
２
７

０４２

★
着
付
け　

夢
衣　

ふ
だ
ん
着

か
ら
礼
装
ま
で
。
第
２
・
４
木

曜
日
午
前
９
時
〜
正
午
。
美
園

地
域
セ
ン
タ
ー
。
月
会
費
１
千

円
。手
結
び
用
具
不
用
。�
渡
辺

０
９
０（
５
３
９
７
）４
８
３
０

★
ハ
ー
ト
ピ
ア
ひ
き
こ
も
り
学

習
の
会　

第
２
水
曜
日
午
前　
１０

時
〜
正
午
。
小
平
元
気
村
お
が

わ
東
。
無
料
。
�
地
域
生
活
支

援
セ
ン
タ
ー
あ
さ
や
け
・
伊
藤

�　

（
３
４
５
）
１
７
４
１

０４２
★
テ
ニ
ス　

水
曜
午
後
の
会　

水
曜
日
午
前　

時
〜
午
後
１

１１

時
。
上
水
公
園
テ
ニ
ス
コ
ー

ト
。
入
会
金
３
千
円
、
月
会
費

３
千
円
。
�
中
尾　
（
３
４
４
）

０４２

４
９
７
１

★
手
芸　

デ
コ
パ
ー
ジ
ュ
の
会

　

第
１
・
３
水
曜
日
午
後
１
時

　

分
〜
４
時　

分
。
小
川
西
町

３０

３０

公
民
館
。月
会
費
１
千
５
百
円
。

�
鈴
木　
（
３
４
３
）１
９
７
４

０４２

★
社
交
ダ
ン
ス　

ジ
ャ
ス
ミ
ン

の
会　

木
曜
日
午
後
１
時
〜
３

時　

分
。
大
沼
公
民
館
ほ
か
。

３０
月
会
費
２
千
円
。
初
級
、
中
級

程
度
。
�
一
柳　

（
３
４
４
）

０４２

０
４
６
７

★
体
操　

月
曜
日
ス
ト
レ
ッ
チ

サ
ー
ク
ル　

第
２
〜
４
月
曜
日

午
前　

時
〜
正
午
。
市
民
総
合

１０

体
育
館
。
月
会
費
１
千
円
。
�

西
田　

（
３
４
５
）
０
９
３
８

０４２

★
小
平
よ
さ
こ
い　

市
民
ま
つ

り
で
踊
ろ
う
。
第
２
・
４
土
曜

日
午
後
３
時　

分
〜
５
時
。
六

３０

小
体
育
館
。
無
料
。
�
小
平
よ

さ
こ
い
の
会
・
石
井
�　

（
３

０４２

４
３
）
７
７
３
９

　

用
途
地
域
（
東
京
都
決
定
）

な
ど
の
都
市
計
画
変
更
案
が
５

月
の
東
京
都
都
市
計
画
審
議
会

に
お
い
て
承
認
さ
れ
、
６
月　
２４

日
に
決
定
・
告
示
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
ま
た
、
同
時
決
定
の
防

火
地
域
及
び
準
防
火
地
域
、
高

度
地
区
の
変
更（
小
平
市
決
定
）

に
つ
い
て
、
あ
わ
せ
て
決
定
・

告
示
を
行
い
ま
し
た
。

�
変
更
個
所
・
内
容

　

都
市
計
画
道
路
小
平
３
・
４
・

７
号
線
（
事
業
中
）
の
沿
道
な

ど
６
個
所
で
す
（
右
図
、
右

表
）。

�
関
係
図
書
の
縦
覧

　

都
市
計
画
変
更
に
伴
う
関
係

図
書
の
縦
覧
を
行
っ
て
い
ま

す
。

※
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除

く
。

縦
覧
場
所　

総
合
計
画
課

　

市
報
４
月　

日
号
で
お
知
ら

２０

せ
し
た
と
お
り
、
市
で
は
「
都

市
計
画
・
ま
ち
づ
く
り
の
新
し

い
ル
ー
ル
づ
く
り
」に
つ
い
て
、

建
築
物
の
絶
対
高
さ
を
定
め
る

高
度
地
区
や
、
敷
地
面
積
の
最

低
限
度
、
大
規
模
な
開
発
計
画

の
事
前
周
知
な
ど
の
検
討
を
行

っ
て
い
ま
す
。

　

５
月
に
都
市
計
画
・
ま
ち
づ

く
り
懇
談
会
を
開
催
し
、
ま
た

意
見
募
集
を
行
い
ま
し
た
が
、

い
た
だ
い
た
意
見
の
概
要
に
つ

い
て
は
、
問
合
せ
先
で
閲
覧
で

き
る
ほ
か
、
小
平
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

問
合
せ　

総
合
計
画
課
�　
０４２

（
３
４
６
）
９
５
５
４

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　

国
の
児
童
手
当
の
制
度
が
大

き
く
変
わ
り
、
支
給
対
象
年
齢

が
こ
れ
ま
で
の
「
義
務
教
育
就

学
前
」
か
ら
「
小
学
校
第
３
学

年
修
了
」ま
で
に
な
り
ま
し
た
。

金
額
（
月
額
）
は
第
１
子
・
第

２
子
が
５
千
円
、
第
３
子
以
降

が
１
万
円
で
す
。

�
児
童
手
当
を
受
け
る
に
は

　

児
童
手
当
は
養
育
者
か
ら
の

申
請
が
な
い
と
支
給
さ
れ
ま
せ

ん
の
で
、
新
た
に
対
象
に
な
る

方
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

た
だ
し
、
平
成　

年
３
月
ま

１６

で
児
童
手
当
を
受
け
て
い
た
小

学
１
年
生
は
継
続
扱
い
と
な
り

ま
す
の
で
、
あ
ら
た
め
て
手
続

き
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

年
齢
要
件
に
よ
り
新
た
に
該

当
に
な
る
と
思
わ
れ
る
家
庭
に

は
、
７
月
上
旬
に
案
内
文
書
を

送
付
し
ま
す
。

�
所
得
制
限

　

所
得
が
一
定
以
上
の
方
に
は

児
童
手
当
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん

（
右
表
参
照
）。

※
平
成　

年
４
・
５
月
分
は
平

１６

成　

年
分
の
所
得
で
、
６
月
分

１４
か
ら
は
平
成　

年
分
の
所
得
で

１５

判
断
し
ま
す
。

※
合
計
所
得
（
源
泉
徴
収
票
の

場
合
は
、
給
与
所
得
控
除
後
の

金
額
）
か
ら
、
一
律
控
除
額
（
８

万
円
）
お
よ
び
医
療
費
控
除
な

ど
の
各
種
控
除
額
を
差
し
引
い

た
額
が
、
所
得
限
度
額
未
満
の

場
合
に
受
給
で
き
ま
す
。

�
提
出
す
る
書
類

　

認
定
請
求
書
ま
た
は
額
改
定

請
求
書
、
保
険
証
の
写
し
な
ど

が
必
要
で
す
（
左
図
参
照
）。

�
手
続
き
の
期
限

　

今
回
の
改
正
で
対
象
に
な
る

方
で
、
９
月　

日
（
木
）
ま
で

３０

に
申
請
し
た
場
合
は
、
平
成　
１６

年
４
月
を
上
限
と
し
て
さ
か
の

ぼ
っ
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

提
出
先　

児
童
課
、
東
部
・
西

部
出
張
所
、
動
く
市
役
所

問
合
せ　

児
童
課
�　

（
３
４

０４２

６
）
９
５
４
４

　第２０回若葉カップ全国小学生バドミントン大
会（８月６日（金）～９日（月）、京都府長岡京市）
に東京都代表として１２年連続で出場する、小平
ジュニアバドミントンクラブの選手たちが市長
を表敬訪問しました。市長からは、「日本一を
目指して頑張ってください。皆さんの活躍を期
待しています」と激励の言葉がかけられました。

１２年連続全国大会へ
小平ジュニアバドミントンクラブ
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�
�
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介
護
保
険
制
度
は
、
介
護
負

担
を
社
会
全
体
で
連
帯
し
て
支

え
あ
う
社
会
保
険
制
度
で
す
。

皆
さ
ん
の
介
護
保
険
料
が
介
護

保
険
を
支
え
て
い
ま
す
。
保
険

料
を
納
め
て
い
た
だ
く
方
は
、

年
齢
に
よ
っ
て
第
１
号
被
保
険

者
（　

歳
以
上
）
と
第
２
号
被

６５

保
険
者
（　

歳
〜　

歳
）
の
２

４０

６４

種
類
に
分
か
れ
ま
す
。

　
　

歳
以
上
の
方
（
第
１
号
被

６５
保
険
者
）
に
、
介
護
保
険
料
額

決
定
通
知
書
や
納
入
通
知
書
を

７
月
９
日
（
金
）
に
発
送
し
ま

す
。
平
成　

年
度
の
保
険
料

１６

は
、
平
成　

年
中
の
所
得
の
状

１５

況
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
ま
す
。

　

第
１
号
被
保
険
者
に
保
険
料

を
納
め
て
い
た
だ
く
方
法
は
、

受
給
し
て
い
る
年
金
の
年
額
な

ど
に
よ
っ
て
特
別
徴
収
と
普
通

徴
収
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

�
特
別
徴
収

　

老
齢
（
退
職
）
年
金
を
年
額

　

万
円
以
上
受
給
し
て
い
る
方

１８が
対
象
と
な
り
ま
す
。
４
・
６
・

８
月
分
の
保
険
料
は
、
原
則
と

し
て
平
成　

年
２
月
と
同
じ
額

１６

を
天
引
き
し
て
い
ま
す
。　

・
１０

　

・
２
月
分
の
保
険
料
に
つ
い

１２て
は
、
今
回
確
定
し
た
年
間
保

険
料
を
調
整
し
て
天
引
き
し
ま

す
。

　

平
成　

年
度
の
途
中
で　

歳

１５

６５

に
な
っ
た
方
で
特
別
徴
収
の
対

象
と
な
る
方
は
、
９
月
ま
で

は
、
市
か
ら
送
付
す
る
納
入
通

知
書
で
納
め
て
く
だ
さ
い
。　
１０

月
か
ら
は
、
年
金
か
ら
天
引
き

に
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
の
手

続
き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

�
普
通
徴
収

書
を
お
送
り
し
ま
す
。

▽
年
度
途
中
に　

歳
に
な
る
方

６５

　

あ
ら
か
じ
め
月
割
で
算
定
し

た
内
容
で
通
知
し
ま
す
。

�
納
期
内
の
納
付

　

国
保
税
が
納
期
内
に
納
付
さ

れ
な
い
と
、
国
保
の
運
営
が
で

き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

納
期
内
納
付
に
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

　

国
保
税
の
納
付
に
は
、
便
利

で
納
め
忘
れ
の
な
い
口
座
振
替

の
利
用
を
お
勧
め
し
ま
す
。

�
減
免
制
度

　

災
害
そ
の
他
特
別
な
事
情
に

よ
り
生
活
が
著
し
く
困
難
に
な

っ
た
場
合
で
、
利
用
し
う
る
資

産
・
能
力
な
ど
を
活
用
し
て
も

納
税
が
困
難
な
と
き
は
、
一
定

の
基
準
に
該
当
す
れ
ば
、
申
請

に
よ
り
国
保
税
の
減
免
が
受
け

ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

保
険
年
金
課
�　
０４２

（
３
４
６
）
９
５
３
０

▽
口
座
振
替
・
納
税
に
関
す
る

こ
と
…
収
納
課
�　
（
３
４
６
）

０４２

９
５
２
６

と　

き　

７
月　

日
（
月
・
祝
）

１９

　

午
後
７
時
〜
９
時

※
雨
天
の
場
合
は
、
７
月　

日
２０

（
火
）
に
延
期
し
ま
す
。

と
こ
ろ　

小
平
第
一
中
学
校
校

庭費　

用　

無
料

※
子
ど
も
だ
け
で
の
参
加
は
で

き
ま
せ
ん
。
保
護
者
同
伴
。

※
自
転
車
で
の
来
場
は
ご
遠
慮

く
だ
さ
い
。

主　

催　

小
平
市
消
防
団
第
三

分
団

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

医
療
機
関
に
提
示
す
る
と
、
左

表
の
と
お
り
標
準
負
担
額
が
減

額
さ
れ
ま
す
の
で
、
次
の
要
件

に
該
当
す
る
方
は
、
事
前
に
保

険
年
金
課
、
東
部
・
西
部
出
張

所
、
動
く
市
役
所
へ
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

申
請
で
き
る
方　

国
保
加
入
者

全
員
（
世
帯
主
を
含
む
）
の
住

民
税
が
非
課
税
の
世
帯
の
方

申
請
に
必
要
な
も
の　

国
保
被

保
険
者
証
、
印
鑑

※
平
成　

年
１
月
２
日
以
降
に

１６

転
入
し
た
方
は
、
平
成　

年
１

１６

月
１
日
現
在
の
住
民
登
録
地
の

世
帯
全
員
の
平
成　

年
度
住
民

１６

税
非
課
税
証
明
書
（
所
得
の
記

載
の
あ
る
も
の
）
が
必
要
で

す
。

※
高
齢
受
給
者
証
対
象
の
方
で

住
民
税
の
申
告
を
し
て
い
な
い

　

被
害
を
防
止
す
る
の
は
、
ひ

と
り
ひ
と
り
の
心
が
け
と
近
所

の
人
の
目
で
す
。
町
会
、
自
治

会
の
連
携
を
深
め
、
自
分
が
被

害
に
あ
わ
な
い
た
め
に
、
隣
近

所
と
の
明
る
く
上
手
な
お
つ
き

あ
い
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

　

次
の
よ
う
な
人
に
は
注
意
し

て
く
だ
さ
い
。

▽
家
の
周
り
を
見
か
け
な
い
人

が
う
ろ
つ
い
て
い
ま
せ
ん
か

▽
携
帯
電
話
を
掛
け
な
が
ら
マ

ン
シ
ョ
ン
な
ど
を
見
て
い
る
人

は
い
ま
せ
ん
か

▽
３
、
４
人
組
の
見
知
ら
ぬ
人

絶
対
高
さ
を
定
め
る

高
度
地
区
の
検
討
な
ど

�

�

�

�

�����

�����

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

介
護
保
険
料
額
決
定
通
知
書
・

納
入
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す

　

入
院
し
た
と
き
は
、
診
療
や

薬
に
か
か
る
費
用
と
は
別
に
、

食
事
代
の
一
部（
標
準
負
担
額
）

を
自
己
負
担
し
て
い
た
だ
き
、

残
り
を
国
民
健
康
保
険（
国
保
）

が
負
担
し
ま
す
。

　

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
を

育

て

よ

う

地
域
の
犯
罪
抑
止
力

　

通
勤
に
会
社
の
車
を
使
う
こ

と
は
、
朝
夕
の
交
通
渋
滞
や
、

交
通
公
害
の
要
因
に
も
な
っ
て

い
ま
す
。
会
社
の
車
を
自
宅
に

持
ち
帰
る
こ
と
を
自
粛
し
て
、

人
に
や
さ
し
い
交
通
環
境
づ
く

り
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
会
社
の
責
任
者
は
、

工
夫
と
努
力
で
事
業
用
車
両
を

通
勤
に
使
用
さ
せ
な
い
よ
う
お

願
い
し
ま
す
。

�
小
平
警
察
署
、
小
平
市
、
小

平
交
通
安
全
協
会
�

会
社
の
車
で
通
勤
し
な
い

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

７
月　

日（
土
）ま
で

３１

子
ど
も
の
た
め
の

防

火

映

画

と

花

火

教

室

自

衛

官

募

集

�
航
空
学
生
（
パ
イ
ロ
ッ
ト
）

応
募
資
格　
　

歳
未
満
の
高
校

２１

卒
業
（
見
込
み
）
の
男
女

試
験
日　

９
月　

日
（
木
・
祝
）

２３

�
一
般
曹
候
補
学
生

応
募
資
格　
　

歳
以
上　

歳
未

１８

２４

満
の
男
女

試
験
日　

９
月　

日
（
土
）

１８

�
曹
候
補
士

応
募
資
格　
　

歳
以
上　

歳
未

１８

２７

満
の
男
女

試
験
日　

９
月　

日
（
土
）

１８

�
２
等
陸
・
海
・
空
士
（
男
子
）

応
募
資
格　
　

歳
以
上　

歳
未

１８

２７

満試
験
日　

９
月　

日
（
金
）
・

２４

　

日
（
土
）
・　

日
（
月
）
の

２５

２７

い
ず
れ
か
１
日

�
２
等
陸
・
海
・
空
士
（
女
子
）

応
募
資
格　
　

歳
以
上　

歳
未

１８

２７

満試
験
日　

９
月　

日
（
日
）
ま

２６

た
は　

日
（
月
）

２７

※
各
コ
ー
ス
す
べ
て
併
願
可
。

申
込
み　

９
月
８
日
（
水
）
ま

で
（
必
着
）
に
、
自
衛
隊
東
京

地
方
連
絡
部
国
分
寺
募
集
案
内

所
へ
�　
（
３
２
４
）１
０
１
０

０４２

サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ

宝

く

じ

　

収
益
金
は
市
町
村
の
明
る
く

住
み
よ
い
街
づ
く
り
に
使
わ
れ

ま
す
。

発
売
期
間　

７
月　

日
（
月
）

１２

〜　

日
（
金
）

３０
抽
せ
ん
日　

８
月　

日
（
火
）

１０

賞　

金　

１
等
２
億
円
、
前
後

賞
各
５
千
万
円
ほ
か

�
�
東
京
都
区
市
町
村
振
興
協

会
�

掲
載
希
望
団
体
は
広
報
広

聴
課
、
公
民
館
利
用
団
体

は
各
公
民
館
へ

▽
政
治
、
宗
教
、
営
利
不

可
▽
先
着
順
で
受
付
▽
添

削
あ
り
▽
掲
載
後
の
責
任

は
負
い
か
ね
ま
す

広
報
広
聴
課
�　

（
３
４

０４２

６
）
９
５
０
５

後　

援　

小
平
消
防
署

問
合
せ　

小
平
市
消
防
団
第
三

分
団
長
・
上
野
�　

（
３
４
４
）

０４２

４
９
６
８

方
は
、
申
告
後
に
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

※
す
で
に
、
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証
を
お
持
ち
の
方
も
、
７

月　

日
で
有
効
期
限
が
満
了
し

３１
ま
す
の
で
、
あ
ら
た
め
て
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
日
以
前
の
１
年
間
の
入

院
日
数
が　

日
を
超
え
て
い
る

９０

方
で
長
期
該
当
の
申
請
を
し
て

い
な
い
方
は
、
そ
の
日
数
分
の

領
収
書
ま
た
は
入
院
証
明
書
を

お
持
ち
く
だ
さ
い
。

※
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

は
、
入
院
中
の
食
事
代
を
減
額

す
る
も
の
で
す
。
退
院
後
に
申

請
し
て
も
入
院
中
の
食
事
代
は

減
額
さ
れ
ま
せ
ん
。

※
標
準
負
担
額
は
、
高
額
療
養

費
の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

問
合
せ　

保
険
年
金
課
�　
０４２

（
３
４
６
）
９
５
２
９

国保税の税率などの改定内容
改定前改定後区　　　分
４．９５％５．２６％所 得 割 額

医療保険分

２３．００％１９．９５％資 産 割 額

１３，５００円
２１，１００円

（平成１６年度分に
限り１７，３００円）

均 等 割 額

８，０００円８，０００円平 等 割 額
５１万円５３万円課税限度額
０．８５％１．１１％所 得 割 額

介護保険分 １０，０００円１１，７００円均 等 割 額
８万円８万円課税限度額

第１号被保険者（６５歳以上の方）の介護保険料
介護保険料年額
（月額）

基準額に
対する割合対　　　象　　　者所得

段階

１９，２００円
（１，６００円）

基準額
×０．５

生活保護受給者または老齢福祉年金
受給者で本人および世帯全員が住民
税非課税

第１
段階

２８，８００円
（２，４００円）

基準額
×０．７５本人および世帯全員が住民税非課税第２

段階
３８，４００円
（３，２００円）基準額本人が住民税非課税

（世帯内に住民税課税者がいる場合）
第３
段階

４８，０００円
（４，０００円）

基準額
×１．２５

本人が住民税課税で前年の合計所得
金額が２００万円未満

第４
段階

５７，６００円
（４，８００円）

基準額
×１．５

本人が住民税課税で前年の合計所得
金額が２００万円以上

第５
段階

児童手当等所得限度額表
特例給付

（厚生年金など
に加入の方）

児童手当
（国民年金など
に加入の方）

扶養
人数

４，６００，０００円３，０１０，０００円０人

４，９８０，０００円３，３９０，０００円１人

５，３６０，０００円３，７７０，０００円２人

１人につき３８０，０００円加算３人以上

標準負担額
（１日につき）区　　　　　　　分

７８０円一 般 加 入 者

６５０円９０日までの入院

住民税
非課税
世　帯

５００円９０日を超える入院

３００円

７０歳以上で、世帯主および国保
加入者全員が所得のない世帯に
属する方（年金の所得額は、控
除額を６５万円として計算）

防火地域、
準防火地域

高　度
地　区容積率建ぺい

率用途地域変更個所

�第一種８０
（６０）

４０
（３０）第一種低層住居専用地域中島町地内�

防火
（準防火）第三種４００

（３００）８０商業地域
（近隣商業地域）

小川西町二丁目、三丁目
及び四丁目各地内�

準防火
（　�　）

第二種
（第一種）

２００
（８０）

６０
（４０）

第二種中高層住居専用地域
（第一種低層住居専用地域）

天神町二丁目及び大沼町
一丁目各地内�

準防火
（　�　）

第三種
（第一種）

３００
（８０）

６０
（４０）

第一種中高層住居専用地域
（第一種低層住居専用地域）

天神町二丁目及び大沼町
一丁目各地内�

天神町二丁目地内�

�第一種８０
（６０）

４０
（３０）第一種低層住居専用地域上水本町一丁目地内�

※（　）内は変更前の内容。

������������ ����		

����国
民
健
康
保
険
税

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

小学３年生まで支給されます

入
院
時
の
食
事
代

標
準
負
担
額
の
減
額

国
民
健
康
保
険

が
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
い
ま

せ
ん
か

問
合
せ　

小
平
警
察
署
�　
０４２

（
３
４
３
）
０
１
１
０


